
【機密性2】

新型コロナウイルス感染症への対応について

新型インフルエンザ等特別措置法に基づき，神奈川県を対象として緊急事態宣言

がされ，裁判所所在地やその周辺に平日の日中における外出自粛要請がされる事態

に至ったため，新型インフルエンザ等対応業務継続計画（以下「BCP計画」 とい

う。）を踏まえ， 当分の間，発生時継続業務とされている業務（強化・拡充業務・

一般継続業務）のほか，優先度が高いと考えられる業務等を継続することとし，そ

れ以外の業務を縮小し，その結果，登庁しない職員は在宅勤務を行うこととするこ

とにしたのでお知らせする。

横浜地方裁判所管内においては，各部署ごとに対応を検討しており，基本的な方

針としては，職員を複数のグループに分け，出勤するグループと在宅勤務するグル

ープとでローテーションを組んで勤務（以下「ローテーション勤務」 という。） し

ていただく予定である。

その際は， ローテーション等による負担の公平を図るなどの工夫をして，部署全

体の機能が停止することのないよう配慮したいと考えている。

準備ができた部署から，所属の職員に説明した上で，順次ローテーション勤務を

開始するので， ご理解とご協力をお願いしたい。



新型インフルエンザ等対応

業務継続計画
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第1 基本的な考え方

1 目的

新型インフルエンザは，毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとウイ

ルスの抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより，およそl ()年か

ら40年の周期で発生している．ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得

していないため，世界的な大流行（バンデミック） となり，大きな健康被害とこれに

伴う社会的影響をもたらすことが懸念されている‘ また，未知'/)感染症で方)る新感染

症の中でその感染ﾉjの強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きいもの

が発生する可能性がある。 このため，新型インフルエンザ等（新型インフルエンザ等

対策特別措置法（平成24年法律第31号．以1､． 「特措法」 という｡）第2条第1号の

「新型インフルエンザ等」をいう: 以下|司じ｡）の発生時においては，感染拡大を可能

な限り抑制し， ｜玉|民の生命及び健康を保護するとともに国民生活及び国民経済に及ぼ

す影響を最小となるようにすることが必要である．

裁判所は，新型インフルエンザ等発生時においても, IEI民ぴ)椎利の実現，各穂の紛

争解決，刑罰法令の適正な実現その他の裁判所の機能を最低|眼維持することが求めら

れる。

本計画は， 「新刎インフルエンザ等及び,烏インフルエンザ等に関する関係省庁対策会

議」において作成されたI新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン

（平成26年3113 1H).I (以下I政府のガイドライン」 という.)を蹄まえ，新型イ

ンフルエンザ等発生時においても，想定される被害状況等に応じて，裁判所が求y)ら

れる機能を維持し必要な業務を継続できるよう，適切な対策を術ずるために策定する

ものである《

2本計画の適用範囲

本計画は， す-べての裁判所を対象としている≦今後，各裁判所（司法研修所及び裁

判所職員総合研修所を含む，以下|司じ，）においても，本計画を蹄まえた上で， 各裁判

所の実情や地域の刺i!iを反映した業務継続計画を適宜策定するものとする‘

なお，各裁判所に*;いて業務継続計画を策定する際には，関係機関と|･分な洲幣を

行うものとする〔

3他の業務継続計画との関係

最高裁判所においては． 首都直1,地鯉を想定した「鍛高裁判}ﾘi業務継続計画jを策

定しているところである』同計画と本計mとでは，非常時における制約のある状況に

おいて，継続すべき優先業務を特定し，裁判所の機能を維持するという目的やその実

現のための方法などの点で共通する要素もあるが， 首都直「地膜と新型インフルエン

ザ等では，被害の地理的な範囲，被害が継続する期間，被害への対応など異なる要素

が多いことから，本計画は， 首都直卜地箙を想定した業務継続計両とは別倣lの業務継

続計画として策定するもり〕である
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4実施体制

（1） 平常時の体制

新型インフルエンザ等の発生に備え，事務局等において，関係機関とも連携を図

り，情報収集に努める。

（2） 発生時の体制

最高裁判所においては，新型インフルエンザ等が発生して裁判所としての対策を

推進する必要がある場合には，事務総長を本部長とする対策本部（別紙1参照）を

設置する‘、その他の各裁判所においても，新型インフルエンザ等が発生した場合に

は， その対策等を推進するとともに，業務継続の組織体制の構築と指揮命令系統を

明確化す-るための意思決定機関として，対策本部等を設侭する．

第2業務継続計画の前提となる被害状況等の想定

新型インフルエンザ等の流行規模や被害規模は，病原性や感染力等に左右されるも

のであり，現11ｷ点でこれを予測することは困難である．政府のガイドラインにおいて

は，過去に世界で大流行したインフルエンザのデータ等を参考に，新型インーフルエン

ザ等発生時の被害状況等につき，以ドのとおり想定されている

・ 国民の25％が，各地域ごとに流行期間（約8週間) (/)111でピークを作りながら

順次り患する‘ り患者は， 1週間から10日間程度り患して欠勤するが， その大

部分は， 一定期間の欠勤期間後に治癒し，免疫を得て職場に復帰する‘

・ 上．－ク時（約2週間）に職員が発症して欠勤する割合は， 多く見禎もっても5％

程度であると考えられるが，職員同身がり患する場合のほか，家族の世話，看識

等（学校・保育施設等の臨時休業や， ・部の福祉サービスの縮小，家庭での旅養

などによる）のために出勤が困難となる場合，不安により出勤しない場合がある

ことを見込み，職員の最大4()％程度が欠勤する．

新型インフルエンザ等発生時における裁判所の業務継続計I刈を検討するに当たって

も，上記のような被害状況等の想定と異なる想定をすべき半:情はない‘

したがって，本計画は，上記のような被害状況等の想定を前提として策定するもの

である。

第3発生時の業務体制等

1 業務継続の基本的方針

裁判所は，新刎インフルエンザ等発化ll牛において，利用者やl職員の生命・健康を保

誰しつつ，般低限")機能を維持するため，新型インフルエンザ等発生時にも継続が必

要な業務を絞り込み，人的資源を集'l』させるとともに，感染拡大につながるおそれの

ある業務は極ﾉj｢|'断する‘

具体的にば，披判所は，新型インフルユンザ等発生時において，利用者や職員似)雌
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命・健康を保護するために，新型インフルエンザ等の発生により新たに発生し， 又は

業務量が増加する業務（以下「強化・拡充業務」 という｡）を優先的に実施するととも

に，裁判所の最低限の機能を維持するために必要な業務（以下「－．般継続業務」 とい

い，強化・拡充業務と併せて「発生時継続業務」 という｡）を継続することとし，その

他の業務（以下「発生時継続業務以外の業務」という.）は縮小又は中断す-る．そこで，

裁判所の業務を， 「発生時継続業務」 （強化・拡充業務及び一般継続業務） と I発生時

継続業務以外の業務｣に分類し， 「発生時継続業務以外の業務」には優先順位を付ける‘

その上で，新型インフルエンザ等発生時において．発生時継続業務を適切に実施，

継続できるよう，必要な人員，物資等を確保する‘特に人員については，国内におい

て新型インフルエンザ等が発生した|県に， 発生時継続業務以外の業務を一時的に火1'M

に縮小又は中|折し､ その要員を発生時継続業務に従事する職員の代替要員として確保

する。

2業務の分類

（1） 発生時継続業務

ア強化・拡充業務

新型インーフルエンザ等の対策に関する業務であり，新型インフルエンザ等の発

生により新たに業務が発生し， 又は業務量が増加するものでi#)る‘

具体的には，利用者や職員の生命・健康を保護するとともに，指揮・命令系統

を維持して裁半ll所の最低限の機能を維持するために必要な以ドも'〕業務がこれに該

当する、

・ 新型インフルエンザ等に関する情報収集・分析， その連絡調整等の業務

・ 感染防I上対策業務（庁舎管理等）

・ 人員体制，発生時継続業務等に関する指揮・命令等0)業務

・ 国民に対する業務の状況の周知，利用者等からの|M1い合わせへの対応等

イ一般継続業務

政府のガイドラインにおいては，最低限の国民生活の維持等に必要な業務で‘あ

って， ･定期間，縮小・中断することにより， 唾|民堆活，絲済活動や国家の蕊本

的機能に重大な影響を与えることから， 陸|内感染期であっても業務量を大幅に縮

小することが困難なものとされている

裁判所においては．最低限の機能を維持するため，緊急性が特に高い業務（別

紙2参照）を ･般継続業務とする．

なお，各裁判jﾘiにおいては， 犠;内の支部や簡易裁判所の人員体制等を考慮し，

令状事務静について，関係機関と調整の上，対応が可能な本庁又は支部に集約す

ることも検討する、

(2) 発生時継続業務以外の業務（縮小又は中断業務）

政府のガイトラインにおいては， ＝定期間，大幅な縮ﾉl ､又は'l'断が可能な業務で
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あり，業務の実施が遅れることにより国民生活や経済活動に一定の影響はあるが，

業務資源の配分の優先の観点から．"-･定期間の縮小又は中断がやむを得ないものとさ

れている。

裁判所においては，発生時継続業務以外の業務についても，緊急性や国民の権利

利益に与える影響の大きさに応じて，優先順位を第1順位から第3順位まで付･け（別

紙2参照)，優先順位の低いものから縮小又は中断する。

3新型インフルエンザ等発生時の執務体制の確保

（1） 指揮・命令系統の確保

新型インフルエンザ等発生時に，業務上の意思決定機能を維持するため，各局部

課等において以下の事項を検討する《，

。 権限者のり患に備えて，代行者等を指名する．

・ 権限者と代行者等が同時にり患しないよう， 同時|司場所の勤務を避ける。等

（2） 人員計画等の作成

各裁判所において，発生時継続業務を適切に実施，継続するために必要な人員を

確保するための人員計画を策定する。

当該計画は，発生時継続業務を適切に実施，継続するために必要な人員を算出し

た上で，学校・保育施設等の臨時休業や介護サービスの不足等による都合で出勤困

難となる可能性のある職員や基礎疾患を有するため出勤困難となる可能性のある職

員等を考慮して策定する。

また，通勤時や勤務時の感染機会を低減するための勤務体制を整える．

（3）特定接種体制の構築

各裁判所においては，特定接種の実施が必要となった場合に，速やかにこれを実

施する.二とができるように，特定接種体制を構築する｡

4業務継続計画の発動・運用

各裁判所は，政府が新型インフルエンザ等対･策本部（特描法第15条第1項．以下

「政府対策本部j という．）を設置した場合には，速やかに業務継続計画を発動する。

業務継続計画に基づく業務体制等の実施は，流行の各段階に応じて行う必要があるた

め，以下において各発生段階における一応の運用を示すこととする。 しかし， これは

．つの目安にとどまり，新型インフルエンザ等の流行規模や被害規模は，病原性や感

染力等に左右されるものである上，各裁判所の体制等の実情や地域の事情も異なるこ

とから，業務継続計1曲iの運用については，各裁判所の実情等を踏まえて柔軟に行うこ

とが必要である‘

（1） 海外発生期

海外発生期とは，海外で新型インフルエンザ等が発生したものの，圃内では新型

インフルエンザ等は発生していない状態である．

海外発生期では，直ちに国内の裁半ll所の業務に対して影響が生じることは考えに
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くいが，国内で新型インフルエンザ等が発生する場合に備え，各裁判所において対

策本部等を設置し，新型インフルエンザ等に関する情報収集に努め，業務継続計画

に修正等を加える必要性の有無について検討し，縮小又は中断する業務や縮小内容

等の方針について関係機関に周知するなどして，国内発生早期に移行した場合に備

える。

(2) 国内発生早期

国内発生早期とは，国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等が発生し

ているが，全ての患者の接触歴を疫学調査で追うことができる状態である（ただし，

国内でも，都道府県によって状況が異なる可能性がある｡)。

政府対策本部が国内発生早期に入ったことを宣言した場合には，各裁判所の実情

等に応じて，発生時継続業務以外の業務のうち，優先順位の低い業務を縮小又は中

断することを検討し，特定の部署で欠勤者が多数となった場合には応援体制をとる

ことも検討する。また，発生した新型インフルエンザ等の病原性や感染力等が不明

である場合には， これらが重篤な場合を想定して，早期に発生時継続業務以外の業

務をいったん縮小又は中断し， その後，状況を踏まえて縮小又は中断の見直しを検

討する。

なお，各裁判所の実情等によっては， さらなる対策を講じることも検討する。例

えば，地域において感染が拡大している場合，近隣の行政機関等が新型インフルエ

ンザ等の流行を理由に業務を縮小又は中断している場合， 当該裁判所の複数の職員

がり患し，裁判所内での感染が疑われる場合などは，各裁判所において，国内感染

期における業務体制に移行す．ることを検討する．

(3) 国内感染期

国内感染期とは，国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等の患者の接

触歴が疫学調査で追えなくなった状態をいい，感染拡大からまん延，患者の減少に

至るまでの時期を含むものである。

政府対策本部が唾|内感染期に入ったことを宣言した場合には，発生時継続業務以

外の業務を縮小又は中断し，新型インフルエンザ等発生時の業務体制に移行する。

また，政府対策本部が，新型インフルエンザ等緊急事態（特措法第32条第1項）

を'宣言した場合には，各裁判所の実情等に応じて，発生時継続業務以外の業務を大

幅に縮小又は中断する｡

(4) 小康期

小康期とは，新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し、低い水準でとどまっ

ている状態をいう。

政府対策本部が,l､康期に入ったことを宣言した場合には，通常の業務体制への復

帰を検討する．業務の拡大・再開等については，地域における感染状況等を踏まえ，

各裁判所が柔軟に判断することとする．

‐5‐



また‘小康状態の後の第二波，第三波に備え，必要に応じて業務体制の見直し等

を検討する。

○新型インフルエンザ等発生時の業務継続の時系列イメージ
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第4業務継続のための執務環境の確保

1 物資。サービスの確保

庁舎管理や警備，清掃・消毒業務，各種設備の点検・修理，消耗品の供給等の発生

時継続業務を適切に実施，継続するために必要な物資・サービスをリストアップする

とともに，物資については必要に応じて備蓄する。

2事業者への要請

上記1の物資・サーービスを提供する事業者（委託業者）に対し，業務継続のための

協力を要請する。当該事業者による物資･サービスの提供が困難である場合には，代

替策を検討する。

3食堂。売店等の営業

各裁判所の庁舎内で営業する食堂や売店等については， 当該地域における新型イン

フルエンザ等の感染状況，食堂等の利用状況，周辺の施設の状況等を考慮した上で，

営業を継続するか否かを検討する。

第5感染対策の徹底

－6‐



発生時継続業務を適切に実施，継続するため，新型インフルエンザ等に関する基本

的な知識等を職員及びその家族に周知徹底するとともに， 「新型インフルエンザ感染防

止対策のためのガイドライン」 （平成21年5月作成）や政府のガイドライン等を参照

の上，感染対策を徹底する。

6業務継続計画の維持・管理等

1 関係機関との調整

業務継続計画の実行に際しては関係機関との連携が不可欠で＃)るから，関係機関と

の調整を十分に行う。

2教育

業務継続計画の実効性を高めるため，職員に対し，平常時から|司計画の周知に努め，

業務継続等の重要性を認識させる。特に強化・拡充業務に従事する職員に対しては，

研修，訓練等を通じて必要な知識等を習得させる‘

3改善

新型インフルエンザ等に関する新しい知見が得られた場合や，教育等を通じて課題

第6

1

が明らかになった場合等には，適宜，業務継続計画の見直しを115

・7‐



(別紙1）

最高裁判所新型インフルエンザ等対策本部構成員

事務総長

総務局長

人事局長

経理局長

民事局長（行政局長）

刑事局長

家庭局長

秘書課長（広報課長）

情報政策課長

審議官

本部長

本部員

オブザーバー 民事上席調査官

大法廷首席書記官

司法研修所事務局長

裁判所職員総合研修所事務局長

最高裁判所図書館長

－8‐



(別紙2）

業務の分類

‐9‐

民事 刑事 家事 少年 司法行政

発
生
時
継
続
業
務
の
う
ち

一
般
継
続
業
務

･文書の受付に関する事務

･保全に関する事務(特に緊急性の高いもの）

｡DV事件に関する事務

･人身保護に関する事務

･令状(身柄に関する裁判を含む｡)に関する事務

･医療観察事件(鑑定入院命令･決定がされている
事件>に関する事務

･令状に関する事務

･保全に関する事務(特に緊急性の高いもの）

･観護措置(令状に閏する事務を含む｡)に関す
る事務

･少年審判(観護措置がとられている事件)に関

する事務

･上記業務を継続するために必要な範囲内での訟廷事務

･裁判部の一般継続業務を継続
するために必要な事務(外部機関
対応,会計事務,広報事務,管理事務
等）

発
生
時
継
続
業
務
以
外
の
業
務

第
１
順
位

第
２
順
位

第
３
順
位

･保全に関する事務(上記以外のもの）

･執行に関する事務(特に緊急性のあるもの）

･倒産に関する事務(特に緊急性のあるもの）

･刑事公判(勾留がされている事件)に関する事務

･略式手続に関する事務

･保全に関する事務(上記以外のもの）

･上記業務を継続するために必要な範囲内での訟廷事務

･民事訴訟に関する事務

･督促手続に関する事務

･民事調停に関する事務

･執行に関する事務(上記以外のもの〉

･倒産に関する事務(上記以外のもの）

･その他の民事事件に関する事務

･刑事公判(勾留がされていない事件)に関する事
務

･医療観察事件(篭定入院命令･決定がされていな

い事件)に関する事務

･その他の刑事事件に関する事務

･家事審判に関する事務

･家事調停に関する事務

･人事訴訟に関する事務

･その他の家事事件に関する事務

･少年審判(観護措置がとられていない事件)に関
する事務

･その他の少年事件に関する事務

･第1順位の裁判部の業務を継
続するために必要な事務

･給与事務

．第2順位の裁判部の業務を継
続するために必要な事務

･検察審査会に関する事務

上記いずれにも該当しない総

務･人事･会計･資料等の事務
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は行いませんので，関係者の方々は裁判所にお越しになる必要はありま

せん。

延期後の吹回期日につしfては， 別表2をご覧ください。

なお，延期後の次回期日の時間・場所は．原則指定済みの期日と同じで

す。

別表2

お知らせ

政府より緊急事態宣言（以下『宣言j といいます｡）が発令されたことを

踏まえ，第3民事部（破産・再生）では，緊急事態宣言の期間中の事務等

は， 以下のとおりとさせていただきます。

ご理解ご協蒟をいただきますようお願い申し上げます。
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1 新件の申立てについて

申立ての受付はいたしますが，緊急性のある事件以外は，処理を停止

します。緊急性のある事件については， 申立ての際， その事情をご説明

ください。

2 破産同時廃止事件の免責審尋期日

宣言対象期間中の同時廃止事件の免責審尋期日（4月8日は除く）は.，

延期しますので.， 4月17日， 22日， 24日の期日は，関係者の方含

は裁判所にお越しになる必要はありません。別表1記載の延期後の次回

期日に出頭してください。

なお．時間・場所は変わりません。

（例） 4月17B午後4時，免責審尋会場で行われる免.責審尋期日は, 6

月19日午後4時免責審尋会場に延期します。

別表1
F－＝ ﾆ－■ 一一一 一一W

指定済みの期日 延期後の次回期日 i
一 一一

4月17日 （金） → ， 6月19日 （金）
, -や--3.- -､_---------- --

： 4月22日 （水） 一 ‘ 6月24日 （水）
一 ÷- や一一一 五 一

連絡先遜話番号

破産同廃係 045－664－8759破産受付係 045-664=8756

破産管財係4月24日（金） → 6月26日 （金） ． ． 045-664-8758民事再生係 045-664-8760

3 破産管財事件の債権者蕊会及び免責審尋期日

宣言対象期間中の管財事件の債楕者集会及び免責審尋期日は,延期(4

月9日午前9時50分の計算報告集会を除く。 ） します。実質的な審理



新型コロナの影響による立会部閉鎖時の代理順序等（案）

2．3. 13

下記の順序で， 当該部の下段の稼働している部が，期日の変更，執行停止等

必要最小限の事務を代理する。職員の事務量が多く ， 当該部で処理できない場

合には， 訟廷及び同じフロアの他の部が適宜応援する。

立会部は，閉鎖に備えて， ロッカーのカギの場所や記録の所在場所が明らか

になるようにしておく。

第1民事部 7F

↓

第7民事部 8F

↓

第8民事部 9F

↓

第2民事部 7F

↓

第6民事部 8F

↓

第9民事部 9F

↓

第4民事部 7F

↓

第5民事部 8F

↓

第1民事部 7F



(2． 3． 1 3民事部）

新型コロナウイルス感染症対応について（3民BCP)

1 想定

○3民職員の一人から陽性反応

○3階で勤務する職員全員に濃厚接触のおそれありとされ， 2週間の出勤停止措置

○3階執務室の消毒作業後2， 3日間は立入禁止（立入禁止期間は流動的）

○記録， システムを使用する必要があるため，応援書記官は解禁後3階執務室で執務

2 緊急業務

（1）不動産強制競売

・開始決定

・執行停止・取消

・期日取消

・開札期日が近接しているもの【P】

（2）債権執行

・発令

・執行停止・取消

・配当期日取消

（3）保全

・無審尋事件の場合

・審尋期日取消

・執行取消

（4）破産

・保全管理命令

・期日取消

※DV事件は， いきなり申立てがあることはまず想定されない。

警察を案内する。人身保護も同様。

相談があった場合には

3 必要人数

裁判官3人，書記官7人，事務官1人（訟廷から）

※裁判官の割当てについては， 日替わりでフロアを指定し， その日に対応できる裁判官

が担当する（1民を除く。)。

※書記官の割当てについては,執行経験者を基本に各部から1名選出する（1民を除く。）。

7人のうち1人は管理職員とする。各部で次順位の応援者を決めておき， 5日を目途

に交代することが考えられる。

※次席書記官（3民担当）は全体を指揮する。

4 処理手順

○処理中の記録の所在，処理方法等は， 自宅待機中の3民担当者に電話等で確認

○不動産，債権については他のユーザーでもシステム利用できるよう準備

○保全はシステムなし

○帳票データの入ったUSB, BCP用事務処理マニュアルを準備



○新型コロナの影響により訟廷事務室が閉鎖された場合の事務処理について（案）

(R2. 3. 26管理官）

1 文書受付業務

（1） 当直事務と同様の文書受付業務のみを行う。

なお，立件が必要な書面が提出された場合も，立件作業は不要とする。

（2） 文書受付業務の内容は別添「民事文書受付事務について」のとおりとし，事

件係宛てに持参又は郵送された文書について処理する。

（3） 文書受付業務は，第3民事部（執行室）→第3民事部（倒産室）→第1民事

部→第2民事部→第4民事部→第5民事部→第6民事部→第7民事部→第8

民事部→第9民事部の順に担当するものとし，同業務は担当となった部室の執

務室で行う。

なお，担当となった部室に支障がある場合は，次順位の部室が文書受付業務

を担当するものとする。

（4） 受付処理が済んだ文書は，事件担当部署が明らかなものを除き，文書受付業

務の担当となった部室において保管し，訟廷事務室の閉鎖が解かれた後に事件

係へ事件関係送付簿で引き継ぐﾞ

なお，事件担当部署が明らかな文書は，速やかに文書受付業務の担当となっ

た部室から当該部署へ事件関係送付簿で引き継ぐ。

2 勤務時間管理

別紙の登庁簿を，各部室に備え置き，登庁した職員は，各部室において登庁簿

に記入する。

記入済みの登庁簿については，各部室の管理職員において保管し，訟廷事務室

の閉鎖が解かれた後に庶務係へ提出する。

以上
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記録係職員が出勤停止となった場合の緊急対応

(r2. 3. 30)

●想定：民事訟廷事務室が出勤停止

民事訟廷事務室及び記録庫は消毒済み，立入可

1 具体的な強制執行の準備として行われる申請（執行文付与，送達証明等）

【担当】

. 原則として，事件担当部であった部が処理する。

・ 事件担当部が出勤停止の場合は，別紙「新型コロナの影響による立会

部閉鎖時の代理順序等」に従って他の部が処理する。

・ 立会部全部が出勤停止の場合は第3民事部が処理する。

【業務の流れ】

①事件記録の所在確認・取り寄せ

庁内保管の場合：記録庫から記録の借出し（→手順書あり）

外部保管の場合：保管業者に運搬依頼（→手順書あり。なお，必ず

記録係長に架電して指示を受けること｡）

②事件記録到着後，執行文及び証明書等の作成

③事件記録の返還（→手順書あり）

2保全，保護命令，人身保護に関する上訴記録等の点検・送付

【担当】

3民担当係が処理する。

【業務の流れ】

①係での点検及び決裁

※管理官又は畠'|管理官，次席書記官(3民担当）の点検及び決裁は省

略し，係での点検及び決裁が終わったら記録送付の準備をする。

②記録送付書及び受領書の作成

※受領書（高裁が記録を受領した後， 当庁にファクシミリ送信するも

の）は用紙を用意しておくので，手書きで作成し，事件記録に同梱す

る。

③事件記録の梱包，ゆうパックの差出票の貼付

④発送

※経理課用度係に事前連絡の上， 同係（12階）に持ち込む。

3捜査関係事項照会書（緊急を要する堀合のみ）

【担当】

総務課文書第二係が処理する。

【業務の流れ】

①捜査関係事項照会書の受付・供覧



②記録の所在確認・取り寄せ

係属中の場合：担当部から記録の借出し

庁内保管の場合：記録庫から記録の借出し（→手順書あり）

外部保管の場合：保管業者に運搬依頼（→手順書あり。なお，必ず

記録係長に架電して指示を受けること｡）

③供覧終了後，

ア事件記録の閲覧・謄写依頼の場合

・申請者と閲覧・謄写日の日程調整

・閲覧・謄写終了後，回答書の作成及び決裁

イ該当事件の有無等の調査依頼の場合

・担当係へ照会

・担当係からの回答を基に回答書の作成及び決裁

④決裁終了後， 申請者へ回答書等の送付

⑤記録の返還（→手順書あり）

4上記以外の記録係の事務に関する問合せ等への対応

【担当】

来庁者又は架電を受けた部署が対応する。

【対応】

①聴取した内容から，緊急処理を要すると思われる場合

記録係長又は民事訟廷副管理官に架電し，指示を仰ぐ。

②聴取した内容から，緊急処理を要しないと思われる場合

記録係職員の出勤停止解除後の処理となる旨を説明する。
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新型コロナの影響による立会部閉鎖時の代理順序等（案）

2．3． 13

下記の順序で，当該部の下段の稼働している部が，期日の変更，執行停止等

必要最小限の事務を代理する。職員の事務量が多く， 当該部で処理できない場

合に.は， 訟廷及び同じフロアの他の部が適宜応援する。

立会部は，閉鎖に備えて， ロッカーのカギの場所や記録の所在場所が明らか

になるようにしておく。

第1民事部 7F

↓

第7民事部 BF

↓

第8民事部 9F

↓

第2民事部 7F

↓

第6民事部 8F

I

第9民事部 9F

↓

第4民事部 7F

↓

第5民事部 8F

！

第1民事部 7F



令和2年3月31日

横浜地方裁判所刑事部

新型コロナウイルス対応業務継続計画

業務の縮小に関する考え方及びそれに対する対応について

職員本人が感染した場合（検査結果が陽性であった場合）

当該職員の所属部及び同室の兄弟部の職員は濃厚接触者となりうることから，そ

れらの部の職員全員が登庁を控えることが想定される。その場合には，それらの2

つの部のすべての事務の手当てが必要となることから，次のとおり対応を行う。

ア濃厚接触者の判断は,おそらく保健所と事務局が判断することになると思われ

る（具体的な指針等は示されていない｡)。

イ陽性と診断された職員は，通常登庁を控えており，その間勤務に当たっていな

いことが想定‘されるものの，濃厚接触者の有無については，所管の保健所が調査

することになる。保健所の調査結果が出るまでの間は，陽性と診断された職員の

発症前の行動に鑑み，念のため，同職員と同じ執務室で勤務した者について，感

染の事実が判明した翌日から当分の間出勤できないことが想定される。

登庁しない期間の目安については,陽性と診断された職員の最後の登庁日の翌

日から14日間とすることが考えられるが,個別の事情やその後の状況の変化等

を踏まえて，保健所の指導に基づき具体的に検討することになる。

ウ執務室に立ち入る場合

※感染者が所属していた執務室への入出については，保健所の指導に従うこと

になる。

（ｱ） 立ち入る職員は必要最小限に限り，かつ，入室記録に記載する。職員は，マ

スク，医療用手袋を着用する。

（ｲ）記録等を取り出した時は，事件記録出納簿に記載する。

エ公判部の場合

係属している事件は，原則として，期日の取消又は変更をする。ただし，早急

に処理しなればならない事務（具体的には，後記2(1)記載の「最優先で継続する

業務」が想定される｡）については，事務分配規程の裁判事務の代理の定めによ

り，手当てが必要な部の裁判官の事務を他の部の裁判官が代理して処理を行う。

げ）担当裁判官（又は部総括裁判官）が主任書記官又は他部署の書記官に期日

の取消又は変更を指示する。主任書記官が連絡を受けた場合は，その旨を他

部署の書記官に連絡し，担当裁判官の指示内容を伝える。

（ｲ）他部署の書記官は，担当裁判官の指示に基づき，期日の取消又は変更に伴

う連絡事務等を引き継いで行う。

オ令状係の場合

1

(1)

1



大半の業務が後記2(1)記載の「最優先業務」であるため，

け） 当番の裁判官が感染した場合は， 当番以外の裁判官が代理して処理を行う。
担当裁判官は刑事所長代行者が指名する。

（ｲ）令状係所属の書記官が感染し，所属職員全員が登庁できない場合は，令状係
の事務処理は，首席書記官（首席書記官差支えの場合は次席書記官）が指名し

た職員が行う。

力訟廷庶務係，事件係及び記録係の場合

同じ執務室で勤務していない他の職員(部の職員等)が事務を分担して行う（で

きれば経験者が望ましい｡)。訟廷事務室以外の限られた人数の職員が業務を行う

ことが想定されることから，分担する業務を一部に限定して縮小することになる。

また，警備には対応できないことから，部だけでの警備が不可能な場合は，期日

の取消又は変更を検討する。

キ訟廷裁判員係の場合

同じ執務室で勤務していない他の職員(部の職員等)が事務を分担して行う（で

きれば経験者が望ましい｡)。訟廷事務室以外の限られた人数の職員が業務を行う

ことが想定されることから，分担する業務を一部に限定して縮小することになる。

よって，選任手続の実施は不可能であり，担当部は，選任手続期日 （ひいては公

判期日）の取消とともに，裁判員候補者への電話連絡をする。

(2)職員又はその親族等が濃厚接触者となった場合

ア濃厚接触者となった職員又はその親族等について,新型コロナウイルスの検査

結果が判明するまでの間

嗣職員本人が濃厚接触者となった場合

当該職員の所属部は， 当該職員の担当事務の手当てをする必要がある。

a 当該職員が裁判官である場合

所属部の他の裁判官は，原則として，当該裁判官が担当する事件の期日の

取消又は変更する方向で検討する。ただし，代理裁判官による処理が可能な

事務については，代理裁判官が当該裁判官の事務を引き継いで行う。

b 当該職員が書記官，事務官又は速記官である場合

原員l1として，その部の他の書記官等が代わって当該職員の担当事務（法廷

立会等を含む｡）を分担して行う。それが困難である場合には，首次席に相

談の上，訟廷又は他の部の書記官等に応援してもらう態勢を執る。

（ｲ）職員の親族が濃厚接触者となった場合

当該職員の所属部は，当該職員の担当事務の手当てをする必要があることか

ら，上記例と同様の対応を行う。

イ職員の親族等についての検査結果が陽性であった場合

職員本人が濃厚接触者となることから，上記アと同様の対応を行う。

2



(3)裁判員又は補充裁判員が感染した場合（検査結果が陽性であった場合）

進捗状況によって異なるが，裁判官，職員並びに他の裁判員又は補充裁判員は濃

厚接触者である可能性があるため,職員が感染したのと同じ(1)に基づくことになる。

(4) その他の事件関係者が感染した場合（検査結果が陽性であった場合）

進捗状況によって異なるが，裁判官及び職員は濃厚接触者である可能性がある。

濃厚接触者と判断された場合は，いずれも(2)と同様に取り扱う。この場合，接触状

況（距離，部屋の密閉度や換気状況，時間，対応方法等）によって異なるため，保

健所の指導に従う。

ア公判期日に出頭した被告人，検察官，弁護人，証人，通訳人，拘置所職員，警

察職員，参加人又は参加弁護士

イ勾留質問に出頭した被疑者，通訳人

ウ選任手続期日に出頭した裁判員候補者

エ医療観察事件で審判期日等に出頭した対象者，付添人，審判員，参与員，社会

復帰調整官，押送職員

オ訟廷事件係，記録係又は裁判員係に来庁した者

2継続業務について

(1)最優先で継続する業務（各部署において速やかに対応しなければならない業務

（当該部署の職員全員が登庁できない場合であっても,代わって他の部署の職員が

対応しなければならない業務)）

ア公判部

㈱実刑判決が確定した場合の判決書の送付

調書判決を予定していたが，確定日に裁判官が出勤できない場合は，職員が

裁判官の自宅に出向いて押印を受ける必要がある。

（ｲ） 勾留更新決定

（ｳ）保釈，接見禁止（解除）決定

イ令状係

例一般令状

（ｲ） 勾留（勾留延長，接見禁止（解除を含む｡)，勾留執行停止等を含む｡）

（ｳ） 勾留更新，保釈等

倒準抗告

㈱医療観察事件の鑑定入院命令（延長決定を含む｡)

ウ裁判員係

裁判員候補者からの問合せへの対応

エ事件係

立件手続（公判請求事件，雑事件その他）

3



(2) その他優先的に継続するのが望ましい事務
ア公判部

（ｱ） 当日の期日の取消

a担当裁判官以外の裁判官が期日取消決定に押印(担当裁判官からの電話の

指示でも可）

b訴訟関係入(検察官,弁護人,被告人,通訳人)，拘置所･警察署に対し，

速やかに電話連絡

c 被告人に対し，公判期日取消決定謄本を送達

(ｲ）翌日以降の期日の取消

上記(ｱ)と同様

（ｳ）裁判員裁判の評議，公判期日の取消

裁判員，補充裁判員に対し，速やかに電話連絡

（ｴ）起訴状謄本の送達

（ｵ） 医療観察事件の鑑定入院命令以外の事務

イ裁判員係

（ｱ）選任手続期日の取消

a 担当部に選任手続期日の取消決定をしてもらう。

b裁判員候補者に対し，速やかに電話連絡

け）裁判員選任手続の取消

3業務継続のために，あらかじめやっておかなければならない事項

（1）刑事部全員

ア緊急連絡先の把握

管理職員は，部内，訟廷内の裁判官及び職員全員に対し，緊急連絡先を伝える

． （電話番号， メールアドレス, LINE等手段を問わない｡)。

なお，兄弟部の職員全員が登庁できない可能性があるため， 1刑と4刑， 2刑
と5刑， 3刑と6刑が連携する。

【課題】職員の連絡先は個人情報である。部下職員は管理職員の連絡先を知って

いるが，管理職員は部下職員の連絡先を知らない場合がある。部下職員に

対し，緊急連絡が必要になった場合どう対応するか検討する必要がある。

イ裁判員，補充裁判員の連絡先の把握

ウ出勤困難になる可能性がある場合，管理職員への連絡

エ管理職員から首席（又は次席）への連絡

オ執務室のロッカーの鍵の保管場所（キーボックスの暗証番号）の把握

（2）公判部令状係

アKEITASの入力

4



即日, KEITASに■■■■■等の入力の徹底
イ記録管理

事件記録出納簿の記載を徹底し，記録がどこにあるかを明らかにしておく

裁判員係

ア裁判員候補者の連絡先

イ名簿管理システムを他の係員が利用できるようにする。

事件係

アKEITASを利用しないで立件する場合の事件符号ごとの補助簿

イ事件配点マニュアル

(3)

(4)

新型コロナウイルス対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令された場合4

BCPが発動され，全庁的に取り組むことになる。
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【機密性2】

R2.3.30

総務課における業務継続計画（案）

1 総務課所管の業務のうち発生時にもすべきもの

総務課所管の業務のうち発生時にもすべきもの及びそれらの担当は以

下のとおりであり， 「発生時継続業務以外の業務」 として最高裁BCPに

掲げられているものは想定されない。

(1) 強化・拡充業務

ア感染症に関する情報収集・分析， その連絡調整等の業務

→課長及び庶務担当課長補佐が担当

イ感染防止対策業務（庁舎管理等）

→課長及び庶務担当課長補佐が担当

ウ 人員体制， 発生時継続業務等に関する指揮・命令等の業務

→課長及び庶務担当課長補佐が担当

エ国民に対する業務の状況の周知，利用者等からの問い合わせへの

対応等

→課長，課長補佐，広報係が担当

(2) 一般継続業務

ア文書の受付に関する業務（郵便処理業務を含む。）

→文書第一係が主に担当

2 総務課の職員が感染した場合

(1) 自宅待機者

1



【機密性2】

総務課の職員が感染した場合， 濃厚接触者は当該感染者と同じシマ
○

を構成する職員，要経過観察者は総務課員及び人事課員の全員となり，

いずれも2週間は登庁させないこととする。

(2) 消毒のため立入禁止とするエリア及び立入禁止期間

総務課及び人事課の執務室全域について， 消毒実施後であって立入

禁止の初日から3日が経過するまでの間とし， 業務の遅滞を最小限に

するため， その終期が遅くとも職員の自宅待機期間が経過するまでの

間に設定できるよう，速やかに業者による消毒を実施する。

自宅待機期間中の業務処理態勢

ア上記1(1)の業務

局長，次長又は経理課若しくは出納課の管理職が担う。このうち，

業務の状況の周知のための裁判所ウェブサイトの編集作業のマニュ

アルは別添1のとおりであるが， 緊急の場合には横浜家裁に作業を

依頼する。

イ 上記1(2)の業務

(3)

経理課又は出納課において担う。マニュアルは別添2のとおり。

2



【機密性2】

令和2年3月25日

横浜地方裁判所人事課

給与支給事,務に関する緊急時対応策について

1 基本方針

（1） 対応方針

新型インフルエンザの際の業務継続計画において給与事務は，職員の生活保

障を考慮して，第1順位と整理されている。 これを踏まえ，給与事務について

は，各庁の人事課の業務体制が縮小された場合においても優先度が高い事務と

して扱うが，各作業時の人事課の人数に応じた事務処理を行う。

その上で，緊急時（給与支給事務担当者が出勤できなくなった場合）の給与

支給事務については，下記のとおり取り扱う。

’

1

1
1

１
１

一一

.－－－－－－二一二一一L＝一 ■ｮ



【機密性2】
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【機密性2】



【機密性2】



【機密性2】



【機密性2】



【経理課】

（所在地を実施区域とする緊急事態宣言･）

｜ 登庁割合 ｜ 人数業務内容 在宅勤務内容

ローテーション

係

◎本部業務(情報収集･連絡調整）
◎管理業務

＠管理業務課長

1/3
(33.3％）

管理職員間でローテーションI ◎管理業務◎本部業務代理(順序1）補佐

◎管理業務◎本部業務代理(順序2）専門官

◎庁舎の警備に関する事項
◎庁舎の鍵に関する事項
◎庁舎の入退構に関する事項
◎駐車場の管理に関する事項
◎空調設備’電気設備.熱源設備．
水道設備防災設備,監視般備等
の設備の管理に関する事項
△庁舎の修繕に関する事項
△溝掃,廃棄物等業務
×庁舎防災体制に関する事項
△勤務時間管瓊

なお,◎のほぼすべてが,年間契約によ
る業務委託を行っている｡そのため,業
者側の態勢によるところも多い｡さらに警
備については事件部の態勢との関係(緊
急事態宣言下において維持すべき警備
レベル）

○係別執務資料の通
読等
○会計執務資料(会
計事務入門,課長補
佐必携,会計事務提
要等)の通読等

2/7
(28.6％）

管理係
(管理職員
補佐）

日替わりローテーション2

リ

◎感染防止対策業務に必要な物品胴
遼に関する事務
◎事件部等継続業務に付随する業務
(ex宿直室のリネンクリーニング等）
○保管物に関する事務
△検査確認,請求書処理等，支払に閥
する事務

○係別執務資料の通
読等
○会計執務資料(会
計事務入門,課長補
佐必携.会計事務提
要等)の通読等

2/7
(28.6％） 2

用度係
(管理職員
専門官）

日替わりローテーション

ロ

I

！

’

○短期給付(休業給付等)に関する事
務
○給与控除に関する事務
△支払基金への支払に関する事務
△財形貯蓄積立金控除依頼
△組合員証発行(無保険者のみ）

2/6
(33％）

○係別執務資料の通
統等
○会計執務資料(会
計事務入門,課長補
佐必携,会計事務提
要等)の通読等

共済組合係
(管理職員；
専門官）

日替わり２

I
行一登庁人
員
（計）

7/23
(30.4％〉

『
Ｊ
Ｏ

１
１
口

q33'! 1/' |ﾏ誰錨斎篭判◎庁舎警備 基本3日に1日登庁守衛

◎所長送迎
◎銀行送迎(保管金）
◎事件関係(少年押送）

(所長送迎は超過勤務対応）

マイルストーン．裁判
所と裁判所職員

週替わり運転手 1/2

行二登庁人

員
（許）

1．33/3(44%） 1333

参考高報の第三段黙

高娘会計煤13％(85/6
4）
高赦審理課30％(10/3
3）

833/26

(320発）総合制 8333

登庁できる職員で会計課の発生時継続業務等を分担して行うｲメージ



【出納課】

一

第三段階
（所在地を実施区域とする緊急事態宣言･移動制限等）

｜ 在宅勤務内容業務内容 登庁人員

◎本部業務(情報収集･連絡調整） 1／3 ｛◎管逼業務
◎管理業務

第二段階
（所在地を実施区域とする緊急事態宣言･外出自粛要請）

業務内容一一丁~登庁人員 ｜ 在宅勤務内容
◎本部業務(情報収集連絡調整） ． '/3 i◎管理業務
◎管理業務

第一段階・
（自粛要請に基づく計画的業務軽減）

｜ 登庁人員業務内容 在宅勤務内容

◎本部業務(情報収集･連絡調整）

’ 2/3 ．管理業務◎管理業務

係

課長･補佐
専門職(3)

1

1

1
◎鑑定入院経費,鑑定料,複写費用等の請
求書の処理
○給与支給事務(資金交付）
○調停委員手当等の支払い
○司法委員旅費等の支払い
○証人,裁判員,通訳人の旅費日当の支払
い

○過不足の作成
○支出決議等,支払に関する事務

○係別執務資料の通
呈＝－

句C寺

○会計執務資料(会
計事務入門.課長補
佐必携,会計事務提
要等)の通読等

◎鑑定入院経費,鑑定料,複写費用等の請
求書の処理
○給与支給事務(資金交付）
○調停委員手当等の支払い
○司法委員旅費等の支払い
○証人,裁判員.通訳人の旅費日当の支払い
○支出決議等､支払に関する事務

◎鑑定入院経費,鑑定料,複写費用等の請
求書の処理
○給与支給事務(資金交付）
○支出決議等.支払に関する事務

○係別執務資料の通
読等
○会計執務資料(会計
事務入門.課長補佐
必携会計事務提要
等)の通読等

○係別執務資料の通
読等
○会計執務資料(会計
事務入門,課長補佐
必携,会計事務提要
等)の通読等｜

’

１

３
１
４
／

／
／
／
１

１
１
２
－

・
・
一
一
○

》
褐
褐
》

管理職員: 1／3
係長:1／1
係員:1～2／4
1間業務;O～1/1

係長
係員:1
間業務

管理職員:2／3
係長:1／1
係員:2／4
期間業務鼠1／1

’
支出負担行
為係(5)

2

期

１
１

I
’

’

○係別執務資料の通
読等
○会計執務資料(会
計事務入門.課長補
佐必携,会計事務提
'要等)の通読等

○係別執務資料の通

|壼計執務資料(会計

U

○係別執務資料の通
読等
○会計執務資料(会計
事務入門,課長補佐
必携,会計事務提要
等)の通読等

◎証人,裁判員候補者への旅費の現金支給
○給与支給事務(前渡資金による支給事務）
○収入官吏による現金事務
○特例払(光熱水料等）

◎証人,裁判員候補者への旅費の現金支給
○給与支給事務(前渡資金による支給事務）
○収入官吏による現金事務
○特例払(光熱水料等）

◎証人,裁判員候補者への旅費の現金支給
○給与支給事務(前渡資金による支給事務）
○収入官吏による現金事務
○特例払(光熱水料等）

管理職員:1／3
係長:0～1/1
係員1／2

管理職員:1／3
係長:1／1
係員:1／2

管理職員:2／3
係長』1／1
係員:1／2

2
出納係(3) 事務入門,課長補佐

必携会計事務提要
等)の通読等

I

９
１
１
１
７
１
．
０

I

○係別執務資料の通
読等|管理職員:2/3
○会計執務資料(会計

係長:1／1
事務入門,課長補佐

係員:3／4
必携,会計事務提要
等)の通読等

○係別執務資料の通○係別執務資料の通
読等 ◎保管金事務(受入及び払渡）
○会計執務資料(会計◎当座から日銀への振込
事務入門,課長補佐◎日計の検閲
必携,会計事務提要

読等
◎保管金事務(受入及び払渡）
◎当座から日銀への振込
◎日計の検閲

管理職員:1／3管理職員曾1／3 ○会計執務資料(会
計事務入門,課長補
佐必携,会計事務提

保管金係
(5）

１
４
／
／
１
２
－
－
０
１
長
員
係
係

〔
或
写１

４
／
／
１
２

匡
垂
亘
貝

係
係

要等)の通読等等)の通読等

.○係別執務資料の通
晏士壁

画ﾛ寺

○会計執務資料(会
計事務入門,課長補
佐必携,会計事務提
要等)の通読等

○係別執務資料の通
読等
○会計執務資料(会計
事務入門,課長補佐
必携,会計事務提要

○係別執務資料の通
読等
○会計執務資料(会計
事務入門,課長補佐
必携,会計事務提要

、

管理職員#1／3
係長:0～1/1
係員:1／2

◎報告業務

○問い合わせ対応
○勤務時間管理

管理職員:1／3◎報告業務管理職員:2／3◎報告業務
計算証明係
(3)

1１
２
／
／

１
１
長
員
係
係

○問い合わせ対応１
２
／
／

１
１
長
員
係
係

○問い合わせ対応
○勤務時間管理○勤務時間管理

等)の通読等等)の通読等

１
１
１

６
１
１
０
０
Ⅱ
０
１
０
１
日
１
日
Ｏ
０
ｌ
０
１
ｒ
Ｉ
７
ｌ
０
Ⅱ
１
０
６
守
■
Ｉ 口

｜

’
ｌ

管理職員:1／3
係長等:0～4／4
係員:8／11
期間業務0～1／1

管理職員: 1／3
係長等:4／4
係員:5～6／11

管理職員:2／3
係長等:4／4
係員:7／11
期間業務1／1

(合計)9／19
（47％）

(合計)10／19(合計)14／19登庁人員
（計） (52％）(73％）

期間業務O～1／1

※赤字は発生時継続業務

※青字は発生時継続業務以外の事務のうち優先順位が高い事務



令和2年4月7日

横浜簡易裁判所

縮小された人的態勢において，可能な範囲で行える事務を検討した結果，

当庁では下記のとおり取り扱う。

記

第1 人的態勢について

集団感染防止のため， 当庁全体（24人：調停官除外）をA, Bの2

グループに分けて事務処理を行う。

1 民事及び刑事の相互の応援態勢は同一グループ内で行うことを基

本とし， 同一グループ内で年次休暇を取得する場合においても，極め

て繁忙な状況等にない限り，他のグループから人員を補充しない。

2 A(B)グループの登庁日には，必要性がない限りB (A)グルー

プの者は登庁しない。

3 書記官室では，各グループは9人態勢とし，受付・非訟係（2） ，民

事立会係（3）及び刑事係（2）で計7人を基本とし，状況等をみて

登庁人員の増減を検討する。

4 民事立会（場合により受付・非訟も含む。）については， 3人のうち

1人は刑事係の繁忙，欠員状況等により，令状，略式及び勾留の応援

要員となる。

第2 民事事件の事務処理について

1 窓口業務は緊急性のある案内を優先し， その他はリーフレット配布

等の簡易な手続教示に限定する。来庁者の理解が得られない場合には

無理に拒否しない。ただし，窓口の接遇時間には長時間（10分以内）

とならないよう注意する。

2 具体的な処理基準について



【処理順位1】

（1） 執行停止事件処理

（2） 保全事件処理（緊急性の高いものか否かも検討する。）

（3） 少額債権執行事件の処理

（4） 証拠保全事件

緊急性，必要性，感染リスク等を総合的に検討し，実施は極めて

限定的なものとする。

（5） 執行文付与，送達証明，調停不成立証明等

窓口に来た場合や担当者が3日以上登庁しない場合等を除き， 当

日処理を要しない。当日処理をしない場合には受付処理のみを行い，

担当者の未処理ケースに入れる。確定証明は使用理由が付されてい

るなど,要急処理を必要とする場合のみ処理し，その他は担当者の未

処理ケースに入れる。

【処理順位2】

以下のとおり。ただし， 各項目の立件処理は，窓口に来た場合を除

き，基本的に審査及び補正等の実質的な処理をしないで立件する。照

会・検索の便のため，入力処理は行うが，当日分の作業が終了しない場

合でも超過勤務をすることなく，翌日のグループに引き継ぐ。

（1） 控訴，抗告及び移送

（2） 訴訟及び調停事件

ア担当別の準備書面等の整理，保管

イ新件の立件処理

いずれも立件・入力をする。

ウ督促異議

立件・入力処理はするが，異議通知，補正指示はしない。地裁

異議については引継ぎを保留する。



再送達等の事務処理はしない。 また，請求拡張等の送達を要す

る書類についても，特別送達発送等の処理をしない。

督促事件の処理について

債務名義となる判決や決定について取りやめを指示されている

こととの均衡上， 同じく債務名義となる督促手続のみを通常ど

おり進めていくことが相当なのか検討のうえ処理する必要があ

る。債務者側に督促異議（期間厳守）の手続を強いることにも

なり ， また，異議が出た場合には新たな事務の増加にもつなが

ることから，総合的に検討した結果， 次のとおり扱う。

ア督促及び仮宣

受付・立件（データ入力）作業のみ行い，発付の処理はしな

い。 また，補正等の指示もしない。

イ 督促送達通知

通常どおり通知する。

ウ送達不能の通知

緊急時の期間を含めた取下げ擬制の処理が相当と言えるの

か検討の余地がある。通知は， 緊急性を要するものではなく，

後日の通知で足りると思われる。緊急事態宣言の効力期間中に

債権者に調査，郵券追納等を強いることにもなるため処理しな

い。

エ再送達の事務処理はしない。

公示催告事件

ア官報広告掲載料支払

イ 立件処理（実質審査はしない。）

意思表示の公示送達

立件処理のみ行う。

(3)

(4)

(5)

(6)



第3 刑事事件の事務処理について

1 縮小等をすべき事務がなく ，最優先の事務処理として行う。刑事係

の人員が不足する場合には，令状， 略式， 勾留の事務について，他の

係が協力する。刑事係は，請求件数等を検討し，応援を要する場合に，

速やかに民事の主任書記官又は庶務課長に調整を依頼する。

なお，刑事係のグループで書記官が在宅勤務又は休暇となる場合に

ついては， 民事の書記官を事前に割り当てるよう民事の主任書記官又

は庶務課長に依頼する。

2 裁判官の登庁については，原則令状当番に当たっている裁判官1人

が登庁し， その他の裁判官は通常の略式事件処理の場合に登庁する。



地裁川崎支部業務縮小態勢シフト表 －． －－－
一

継続業務

一一．一一 一口■ 一一

輌悶壼同却乖『FIzIJ 国囿団■
月I火|水|’

IT,Tr"TrFW"ITEMWW=空茜而1 1213
官職 氏名 一____ _-----.一

1月||火水'木金土|日月火水木金|土|日|月火杢奎金土日
主書 小藤田基教 ○ ○ ○ ○ ○ ’ ○ ○

主書 鶴岡裕介 ○ ○ ○ ○ ○ Q]一○
書 櫻井聖也 債 ○ ○ ｜ 債

i 債書 橋本朋子 ○ ○ コ濱
書 江澤直樹 ○ 債 ○ ○

書 松下弘 ○ 債 債 ○

！ ○書 西村真愛 債 ’ 債 ○

書 小林友美 ○ 債 ’ ○ 債 ｜
書 石井洸 債 ○ 債！ ○
事 生駒香奈恵 ○ ○ 債

主書 田中沙織 ○ ○ ○ ’ ○ ○ ○ ○ ’ ’
’○ ○ ○書 河野邦彦 ○ ○ ○ ○

書 栗原雄一郎 ○ ○ ○’ ○ ’○’ ’○ ’ ○｜
書 藁谷恵美 | Q IoL___Q Qo___IQ] Q|

l l l－－F三■ー~~'－－事 小西弓惠

事 瀧澤栞 ’ ’○’ ○’ ’ ’○ ○’ ○ o lo
任事 近藤安美(午後のみ） ○ ’○ ○ ｜ ’ ○ ’○ ’○ ’○’

’○ ○ ○ ’ ○主書 長瀬笑子 ○ ○ ○ ｜

書 齋藤達也 ’ ○ ○ ’○iol ol o o
lo lo l lo o o害 氷上奈穂子 ○ ○

書 和田浩典 ○ ’○

！○調 森田伸子 ○ ○ ○’ ’○ ○ c
書 （民立に｢債｣とある職員） ’○○○○○ ○○○○○ 、○、○

io主書 藤井伸司 ○ ○ ○ O |○○ ○

I ○○○○主書 内海仁子 ○ ○ ○’ ’ ’’ ○ ’○ ’’
’ ○書 苅田瑞穂 ○ ｜ ’ ’○ ｜

書 柳橋さくら ○ ○ ○’ ’
’○ l書 鎌倉和広 ○ ○

書 山本由喜 ○ I ○ ’ ’ ○
事 原菜央 ’ ○ ○ ○
訟管 直井好憲 ○○ ○ ’○○ ○ ○ ○

’○事件係長 赤池敏思 ○ ○ ○ ○ ○ ○

害 七澤美代子 i○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

I o o l oo書 峰野真由美 ○ ○ ○

調 高橋美紀 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ’○

I ○ ○速 稲葉清美 ○ ○ ○

主書 遠藤政幸 ；’ ○○ ①’ ○○○'○ ○ ’○○ ’
’○書 奥野仁朗 ○回 ’ ○ ○ －一 o

書 倉持綾子 一｢~L 二ゞ－－－~~－ |－
書 上村美紀 ioool l l ooo o
調 後藤歩 ’○ ’○○ ’○ ’○○'－－

’○課長 橋本淳 ○○○ ○ ○ ○ ’○ ｜ 旦互O |_
課長補佐 中込満紀子 ○○ ○ ○ ○ ○ ○

’ ○ ○庶務係長 赤平晋 ○ ○ ○○ ○○

iO－回’○主事 飯塚啓仁 ○ i 石万一一一一万-~bo
lo会計係長 新堀隆 ○○○ ○○○ ’○|－－'○1－－'も

iooo o o oo'o '|glQ,一凸: |
主事 河野達成

主事 熊沢真子 _IL万■○－1■■－_g一主事－－－－－－選沢真玉---1L豆■o－1■■－_g－－－－l－L－－－= －

官職 氏名

ﾛ■■

ー■一 一一一

稼働人員数所属

日変更等(録反 消し含む）1日あたり

書記官9人中2人
事務官1人中o～1人
(係として2～3人体制勤務）

１
－
２
ｌ
３
ｌ
４
ｌ
５
ｌ
６
ｌ
７
ｌ
８
－
９
－
相
一
一
打
一
旭
一
幅
一
Ｍ
一
柘
一
媚
一
打
一
一
把
一
相
一
ｍ
一
幻
一
理
一
一
一
麹
一
塑
一
西

民事立会係

民事立会係

民事立会係

民事立会係

民事立会係

民事立会係

民事立会係

民事立会係

民事立会係

民事立会係

競売係

競売係

競売係

競売係

競売係

競売係

競売係

債権･保全係

債権｡保全係

債権･保全係

債権･保全係

債権｡保全係

(民事立会から応援）

破産･再生係

破産･再生係

破産｡再生係

破産｡再生係

破産｡再生係

破産簿再生係

破産･再生係

訟廷

訟廷

訟廷

訟廷

訟廷

訟廷

刑事係

刑事係

刑事係

刑事係

刑事係

庶務課

庶務課 、

庶務課

庶務課

庶務課

庶務課

庶務課
－－

■■■■■■I■■；

■■■■リ
■■■■
■■■■

人身保護
執行停止
当事者対応(TEL窓口）

○
○
○

｝
期
朋
甑
一
噸
配■■■

Ⅱ
い
■

の受｛て1日あたり

書記官4人中2人
事務官2人中0.5～1人
(係として2．5～3人体制勤務）

提出書類の立件
電話対応等
執行停止.取消
強制競売の開始決定.差押登記
取下げ処理
配当期日の実施(直近既指定のものに限る）

○
○
○
○
○
○

■■■
■■■
■■■
■■■：
■■■

郵便吻等両受付
提出書類の立件
電話対応等
執行停止,取消
差押命令発令事務
取下げ処理
配当期日の実施(直近既指定のもの及び定期金）
俣全塞件DV事件処理Dy事件皿琿

○
○
○
○
○
○
○
○

1日あたり

書記官4人中2．5人
事務官1人中0.5人
(係として3人体制勤務）訓

一 一一

新拝而受行業務

電話対応･郵便処理
官報公告請求書の処理
緊急性が高い事件の処理

○
○
○
○

1日あたり

書記官6人中2～3人

事務官1人中0.2人
(係として2～3人体制勤務）

■
■
■

配
一
”
｜
犯
一
羽
一
一
扣
一
釧
一
錘
一
銅

画
ｐ
Ｌ
ｒ
仏
画

則

７

口

８

β
』
６
ゆ
』
■
Ｐ
Ｇ
■
Ｆ
凸
９
＄

一

■
■
１
■
二

1-日あたり

書記官4人中2人
事務官1人中1人
(係として3人体制勤務）主

○郵券交換事務
○記録発送業務

'34

■
｜
■
■
■

妬
一
一
鏥
一
諏
一
詔
一
調
一
抑

、
乳
も
毎
Ｆ
■
甲
“
卜
咀
■
口
■
召
旺
■
■
■
■
油
田
■
■
■
日
０
■
Ｊ
■

勾留更新~－~~－
準抗告対応
接見禁止.保釈請求等の主に身柄に関する雑事件の処理
求令起訴対応(勾留質問）
移送同意にかかる事務処理
医療観察事件の処理(鑑定入院命令まで）

○
○
○
○
○
○

1日あたり

書記官4人中1．5人程度
事務官1人中0.5人程度
(係として約2人体制勤務）

■
｜
■
■

芹舂薙痔管理棄務(庁舎玄関扉等の解錠｡施錠等）
郵便業務(郵便局への使送郵便の受付｡仕分け等）
勤務時間管理事務(各帳簿処理休暇処理等）
保管金業務(始業･終業）
銀行へ払込み(現金小切手等）
保管金日計表検閲
日直関係(当番割当｡変更.体前日の準備等）
電話対応等

○
○
○
○
○
○
○
○

1日あたり

事務官7人中概ね3～4人程度
(月例業務により変動）

'41

催

｜
ﾛ

－－

崖
■ ■ ロ■

'46

_L47
－

l■■■一 一一一 ■■■■■■■
ー一

1／1



1／1

所属 官職 氏名
13

月

14

火

15

水

16
■■■■■■■■

木

17

金

18

蕊
一

19

日

20

月

21

火

22

水

23

木

24

金

25

篝

26

日

27

月

28
－

火

29

水

30

木

1

金

2

章

3

日

4

月

5

火

6
1■■■■■■

水
稼働人員数 継続業務

1

2

3

4

5

6

7

民事立会･受付･調停

民事立会･受付･調停

民事立会･受付･調停

民事立会･受付･調停

民事立会･受付･調停

民事立会･受付･調停

民事立会･受付･調停

主書

害

書

害

書

事

事

藤枝芳一

高橋茂彦

大桶聡美

山科圭

渡邉玲■■■■

和田義行

北本奈那子

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

h

1日あたり

書記官5人中2人
事務官2人中1人
(係として3人体制勤務）

。
◎
◎
。
◎
。
○

郵便物の処理

訴状等の受付｡立件
当事者対応(TEL,窓口）
保全事件
執行停止
少額債権執行
報告関係

8

9

10

11.

12

13

14

刑事･支払督促

刑事･支払督促

刑事･支払督促

刑事･支払督促

刑事･支払督促

刑事･支払督促

刑事･支払督促

主書

書

害

書

事

事

事

山内章爾

三浦隆裕

加藤孝明

今津彩

茂木正夫

佐々木菜夏

田向凌也

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1日あたり ．

書記官4人中2～3人
事務官3人中1～2人
(係として3～4人体制勤務）

＜督促＞

◎郵便物の処理

◎督促･仮宣申立書の受付･立件
◎異議申立害の処理
◎当事者対応(TEL,窓口）
◎送達通知等の期限があるものの処理(期限管理にかかる事務
処理）
＜刑事＞
◎刑事公判(勾留がされている事件）
◎略式事務
◎令状事務
◎勾留事務
◎勾留更新
◎接見禁止,保釈請求等の主に身柄に関する雑事件の処理

15 民事立会･受付･調停 課長 藤川直子 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○上記全般及び緊急の対応業務



訟廷（民事）

1 継続処理する事務

(1) 民事受付事務， 窓口対応事務，執行文・証明事務， 閲覧謄写事務

（2） 民事・商事・借地非訟事件のうち，審尋がなく ， 単発の決定等で完

了する事務

2 留保する事務

（1） 過料事件の発令事務

（2） 保全異議．取消事件の審尋にかかる事務（現在， 4月の保全異議事

件の審尋期日取消作業中。）

（3） 民事・商事・借地非訟事件のうち，審尋にかかる事務（現在， 4月の

借地非訟事件の審尋期日取消作業中。）

3 担当裁判官（見目裁判官） との調整等

上記1及び2のとおり意見調整済み。

4 人員態勢（刑事訟廷を含む。）

(1) 係長2名，事務官3名態勢を，係長1名，事務官2名または係長1

名，事務官1名態勢に縮小

■■■■・ さらに,状況をみて,順次縮小していく予定。
(2) 速記官2名については，期日関係で4月22日及び24日に出勤し，

その余は在宅勤務予定。

(3) 管理官2名については， 随時，交代で在宅勤務を行う予定。

（刑事）

継続処理する業務

刑事受付事務

裁判員候補者選定事務（4/9時点において，緊急事態宣言の期間外と

訟廷

1

（1）

（2）



いう理由から，選任手続期日が指定された状態となっているため）

2 留保する事務

（1） 確定記録の引継ぎ等の事務

（2） 各種統計・報告事務（不急のもの）

担当裁判官との調整等

佐脇部長と調整済み

3

、



【機密性2】

(令和2. 4. 10)

民事立会係の実施業務について

継続業務

文書受付業務（新件引継業務も含む。）

人身保護に関する事務

１
１
２

捨
弟

1件あり

保全に関する業務（緊急性の高いもの）

継続業務以外に実施する業務

保全に関する業務（緊急性の高いもの以外）

証拠保全■■■■■■■'件（4 9受付）

３
２
１
第

執行停止事務

執行文付与及び各種証明事務

郵便発送事務

当事者対応（窓口， 電話）

留保する業務

期日指定など上記以外の業務全て

人員態勢（総人数9名）

原則として， 通常勤務4名 （書記官3名 （管理職含む。），事務官1

）態勢。

なお， 今後の状況により， さらに在宅勤務者を増やす予定。

以上

２
３
４
５
３第

第4

名）



非常事態宣言下の競売係の事務について

1 残す業務については添付した3民と同じです。

2 決裁をもらうに当たり， その日の担当裁判官にお願いすることになり

ます。

3 登庁してもらう人数については，来週1週間は，通常どおりです（た

だし， 自宅待機できる人がいれば， 自宅待機してもらおうと考えていま

す。）。状況をみて， 3人から4人，登庁してもらおうと思います。



【機密性2】

(令和2. 4. 10)

執行事件の実施業務について（横浜地裁） （確定版）

1 継続業務

1 職員の出勤管理

2 郵便物， 宅配便の受付及び配布

3 提出書類の立件

4 電話等の問合せ対応

2 継続業務以外に実施する業務

1 不動産関係

（1） 執行停止，執行取消し

（2） 強制競売の開始決定， 差押登記

＊形式的競売， 区分所有法7条の先取特権に基づく担保不動産競売

は， 自動車及び小型船舶等の強制競売は， 不動産強制競売に準じ

て， 開始決定， 差押登記する。

＊現況調査命令，評価命令は発令しない。

＊債権者・債務者・所有者への送達はしない。

（3） 期日の取消し等

ア配当期日， 弁済金交付日の取消し （ただし， 4月20日以降の

既指定分で同月9日までに債権計算書がそろっていないものに限

る。）

＊4月17日までの配当期日， 弁済金交付日は実施する。

＊4月20日以降の既指定分のうち， 同月9日時点で全ての債権

者から債権計算書が提出されている事件については，実施する。

イ 売却実施処分の取消し（差し当たり4月21日， 5月19日開札

分）

ウ代金納付期限（4月中の期限）の延期処分

＊ただし， 納付を希望する者からの納付事務（移転登記嘱託を含

む。）は取り扱う。

1

第1

第2



【機密性2】

（4） 特に緊急性が高い事案についての取下げ処理

＊不動産については， 原則として， 取下げは緊急性が高いものと

して扱う。

（5） 配当期日， 弁済金交付日

4月13日から同月1 7日までの既指定分及び同月20日以降の

既指定分のうち， 同月9日時点で全ての債権計算書がそろっている

事件についてのみ実施する。新たな期日等の指定は行わない。

（6） 特に緊急性が高い引渡命令申立事件の処理

2 債権関係

（1） 執行停止，執行取消し

（2） 配当期日， 弁済金交付日の取消し （下記(5)を除く。）

（3） 債権差押命令の発令全件， 第三債務者への送達

（4） 特に緊急性が高い事案についての取下げ処理

＊例えば， 実際に差押えがされている事案については， 緊急性が

高いので， 取下げ処理する。

（5） 配当期日， 弁済金交付日

4月9日から同月17日までの既指定分及び同月20日以降の既

指定分のうち，同月9日時点で，全ての債権計算書がそろっている事

件については， 実施する。

ただし，毎月配当を行う定期金（養育費，婚姻費用等の扶養義務に

係るもの）については， その後も実施し， 期日指定も行う。

その他の配当等の期日は，新たに指定しない。

3 財産開示， 第三者からの情報取得関係

停止及び取消し

4 執行官室の業務

建物明渡断行， 子の引渡し， 保全執行， 動産執行及び自動車の引渡

執行，船舶国籍証書等の取上執行に関し， これらのうち特に緊急性が高

い事案についての業務を行う。現況調査については，既に期日調整済み

のものについてのみ行う。

5 その他

2



【機密性2】

執行抗告，執行異議については，緊急性の高いものについてのみ通常

処理する。緊急性の有無は個別に裁判官が判断する。

範囲変更の申立てについては，原則として仮の支払禁止命令をし，そ

の後の進行は， 個別に裁判官と相談する。

上以

3



2． 4． 10 債権・保全係

継続業務

・債権発令に関する全ての業務

・保全事件（裁判官の判断により要求性の認められないものについては，

受付のみの場合あり）

･DV事件

停止する業務

債権配当・ ・ 4月16日3件中1件実施

4月16日残り2件及びそれ以降の配当期日は取り消し済み

財産開示・情報取得（受付・立件のみ）

勤務体制

主書を除く書記官4名・事務官1名を週1の割合で順次，在宅勤務にする。

裁判官の体制

全ての事件につき，担当制ではなく， その日の当番裁判官が行う。



令和2． 4． 8

倒産事件の実施業務について（横浜地裁）

（基本方針）

緊急性が高いものを除き，新件は受付けだけ，債権者集会は延期する。

第1 継続業務

1 職員の出勤管理

2 新件の受付業務（受付， システム入力，記録編成）

3 編成した記録の係への引継事務

4 郵便物の受付・開封等

5 官報公告請求書の処理

6 電話等の問合せ対応

第2 継続業務以外に実施する業務

1 破産管財関係

（1） 事前相談（緊急性に応じて，個別に対応する。）

（2） 新件の申立て

緊急性の高い事件についてのみ開始決定をし， 通常どおりの処理

をする。

＊緊急性が高いものとしては，給料差押のおそれがあるもの， 動い

ている会社の申立てで， 開始しないと混乱を招くものが考えられ

る。

（3） 債権者集会及び免責審尋期日

＊債権者集会は，緊急性の高いものを除き，一律延期し， 12週間後

の応当日の同じ時間を指定する（ただし，大型事件の次回期日は，

別途考慮することもある。）。差支えがある場合，管財人には，管財

人代理の選任，破産者代理人には，復代理人の選任を検討しても

1



らい， 更に期日を続行するなどの対応をする。

＊延期の旨は， 管財人と破産者代理人には，裁判所から個別に電話

等で通知する。出席が予定されている債権者（債権届出書の記載

等で把握できる）には，管財人に協力を求め，管財人から，集会期

日は延期になったから出席の必要はないこと及び次回期日を郵便

等で通知してもらう。

（4） 進行中の事件について， 緊急性が高い許可申請等

2 破産同廃関係

緊急性が高い事件についてのみ通常どおりの処理をする。

3 民事再生関係

(1) 強制執行等の中止命令

（2） 保全処分及び監督命令

（3） 官報の請求書（データの取込み，会計への引継等）

（4） 債権届出書の申立代理人への送付（異議期間を徒過してしまうた

め）

以上

2



刑事立会

1 継続処理する業務

(1) 身柄事件に係る公判期日

（2） 勾留更新事務

（3） 身柄に関わる刑事雑事件等の処理

2 留保する業務

（1） 在宅事件に係る公判期日

（2） 裁判員裁判に係る打合せ期日等

※上記(1)及び(2)はいずれも期日取消し又は5月中旬以降に変更済み。

（3） その他身柄事件に関わらない事務（不急のもの）

3 担当裁判官との調整等

佐脇部長及び各係裁判官と調整済み

4 人員態勢

原則として通常勤務3名（在宅勤務3名）態勢，公判期日がある日等

については通常勤務4名 （在宅勤務2名）態勢とする。

なお，今後の状況によってはさらに在宅勤務を命ずることを検討する。



緊急事態宣言発令に伴い小田原簡易裁判所の態勢について

R2.4. 10 小滝

民事係（督促を含む）

窓口 ・電話応対，

受付・立件

執行文付与・証明事務

保全事件

証拠保全

匪塵園

刑事関係はそのまま処理を行う （公判なし。）。

一般令状の処理については4月14日， 16日， 21日

部に依頼し， その他か簡裁にて処理を行う。

， 28日は地裁支



【機密性2】

支部等における会計事務の縮小可能な範囲（メモ）

1 事務方として，事件部が発生時継続業務及び優先度が高いと考えられ

ている業務を行うために必要な業務は， 大きく縮小はできない。

また本庁に集約できる業務はすでに本庁に集約済みである。

2 以上を前提に個別には次のとおり。

○庁舎維持管理業務

庁舎を開庁する以上縮小は困難

○郵便業務（発送等）

裁判部の業務が発生する以上縮小は困難

→なお，裁判部の業務が縮小するハネとして量は減少する見込み

○契約に関する検査業務

支払遅延防止法等の法令の期限があるため， 後ろ倒しも困難。

○保管金業務

・保管金の受入れ

後ろ倒しも困難。なお，保管限

をまとめることは法令上可能

度額の範囲内で，銀行への持ち込み

･保管金の支払

・後納郵便等， 契約に基づく支払いは支払遅延防止法等法令の期

限があるため，後ろ倒し困難。

・その他事件関係の支払

事件の進行との関係があるため裁判体の意向による

・ 日計表の検閲等

終業時及び始業時の現金確認は継続する必要があり，現金確認



【機密性2】

結果の相当性を点検する意味でも日計の検閲は継続する。ただ

し，支部庶務課等の態勢により通常どおりの日計の検閲に支障

通常， 日計の検閲準備を担当しているが生じるようであれば

(監査課）肌
一

○前渡資金業務

保管金と同様

○債権， 収入金

縮小は困難

○その他（報告期限の緩和）

・登庁実積報告書（調停委員・調停官・専門委員・精神保健審判員及び

参与員）

通常提出期限毎月5日 （5月はG・Wがあるため毎年調整）

→5月11日 （月） とする。

支払日が毎月23日 （5月は23日が土曜日のため22日）

・司法委員の旅費日当

通常提出期限毎月12日

→5月13日 （水） とする。

･裁判費過不足調書（4月30日現在）

通常提出期限 5月7日 （木）

→5月8日 （金） とする。



中の執務態勢間

「一一一ー一一

8 6 7 6 6 b b 回 り ひ 画 迎 凹 ‐．

ﾃう。

体調不良等で出勤できない場合には，可能な限り前日までに出勤している管理職員に連絡する。出勤している管理職員は，庶務課長と連絡をとり’出勤する職員を指定する｡、
原則として,刑事係書記官が令状の作成を担当し，その他の書記官が交通切符,点検を担当するが,各職員のこれまでの経験,処理件数等に応じて適宜分担する。
民事係書記官及び事務官が民事事件の受付,電話，窓口対応を担当する。

民事事件は，原則として，受付，システム入力による立件，記録編成まで行う。保全事件は，原則管理職員が担当する。
受け付けた書類は，各担当者の未済箱に入れる。書類ごとにクリアファイルに入れ，それを受付日ごとにクリアファイルにまとめる。
在宅略式請求は，刑事係職員が来庁した職員が処理する。

翌日に引き継ぐ事項がある場合には，メモを残したうえで，引継未済箱に入れて引き継ぐ。管理職員は，登庁後速やかに引継箱を確認する。
原則,民事事件の処理はしない｡執行文付与等は,適宜担当者が来庁した際に,処理できる範囲で行う｡ただし,支払督促事件の処理範囲(送達結果通知等)については別途検討。
緊急事態宣言の延長，解除によって期間後半の執務状況は変更することがある（5月7日以降の期日取消し，期日準備等） 。その際は別途出勤等につき庶務課長等から連絡する。

裁判官．

栗田 山田

営埋職員

金子 近内 代田

書記官

吉田 佐々木 鈴木 中村 芝ロ

書記官人数

1百霊冒

事務官

中田 宮沢 川崎 三木

事務官
人数

一般職

合計人数

4月13日(月） 山田 金子 代田 吉田 鈴木 4 2 中田 宮沢 2 6

4月14日(火） 栗田 近内 佐々木 中村 3。 1 川崎 1 4

4月15日(水） 栗田 金子 代田 芝ロ 3 1 中田 1 4

4月16日(木） 山田 近内 鈴木 中村 3 1 宮沢 三木 2 5

4月17日(金） 栗田 金子 吉田 佐々木 3 1 川崎 1 4

4月18日(二 二）

4月19日(I l)

4月20B(月） 山田 代田 中村 芝ロ 3 2 中田 1 4

4月21日(火） 栗田 近内 吉田 佐々木 3 1 川崎 三木 2 5

4月22日(水） 栗田 金子 鈴木 中村 3 1 宮沢 1 4

4月23日(木） 山田 代田 佐々木 芝ロ 3 1 中田 三木 2 5

4月24日(金） 栗田 金子 近内 吉田 3 1 川崎 1 4

4 25日(土）

4‘ 26日(日）

4月27日(月） 山田 近内 鈴木 中村 3 1 宮沢 1 4

4月28日(火） 栗田 金子 代田 芝ロ 3 1 中田 1 4

4月29日(水）

4月30日(木） 山田 代田 佐々木 鈴木 3 1 川崎 1 4

5月1日(金） 栗田 金子 近内 吉田 芝ロ 4 1 宮沢 三木 2 6

5月2日(土）

5月3日(日）

5月4日(月）

5月5日(火）

5月6日(水）


